
 

「振り込め詐欺・特殊詐欺防止」「歩行者の交通事故防止」 

警察署様との啓発活動へのご協力（依頼） 
 

 現在、社会的に大きな問題となっている「振り込め詐欺・特殊詐欺」について、郵便局

では所轄の警察署様と連携し、かもめーるを利用しましたタウンメールにて、地域を守る

啓発活動を応援していただける事業所様を募集しています。 

また、同様にかもめーるを利用しましたタウンメールにて、これも問題となっています

「歩行者の交通事故防止」においても、三重県警様のキャンペーンに御賛同していただけ

る事業所様を募集しています。 

かもめーる通信面に、ご協賛いただきました事業所様名をいれさせていただき、ご指

定の地域に郵便局が配達いたします。1 口 6,200 円(100 枚）からご協賛いただける事業所

様を募らせていただきます。 

御理解・御賛同いただき、御協賛を賜りますよう、下記あてご連絡をお願い申し上げま

す。おって、詳細等ご説明させていただきます。 

 

○「振り込め詐欺・特殊詐欺防止」 

 ・申込期限 ： ７月１６日（火） 

 ・お届け時期 ： ８月５日(月)～８月１０日（土）頃 

○「歩行者の交通事故防止キャンペーン」 

・申込期限 ： ８月２日（金） 

・お届け時期 ： ８月１９日(月)～８月３０日（金）頃 

 

御協賛いただきました事業所様については、事業所様名を名張市内郵便局の窓口ロビーに一覧にして掲出させていただく 

予定です。（同封案内チラシ参照） 

 

                                お問合せ先 

名張郵便局 協賛かもめーる担当 

                     ＴＥＬ：０５９５－６３－１４７４ 



協賛かもめタウンデザイン(特殊詐欺防犯) 

•  現在、社会問題となっている「振り込め詐欺」は三重県内で106件、約3億8,460万円の
被害が発生しています。（平成30年中） 

•  このため地域企業様と郵便局が一体となり、高齢者居住世帯を中心に指定地域へ配
布でき、かつ葉書サイズで目に付きやすい「かもめ～る」を利用したタウンメールで地域
住民の皆さまに対してごあいさつ・啓発を図ることとしています。 

•  趣旨をご理解いただき、応援していただける事業所様を募集しています。 

振り込め詐欺・特殊詐欺啓発に 
防犯かもめタウンを！！ 

お申込み期限など 



地域にお住まいの皆さまへ 

    

～協賛企業～ 

このはがきは上記スポンサーのご協力をいただき配達しています 

特定期間引受 
配達地域指定 

   
 

 
 

 
 

 
 

電話詐欺の被害にあわないために 
  知らない人から電話があった場合、 

  一旦電話を切って冷静になりましょう。 
  おかしいと感じた電話は、 

  必ず、家族や警察に相談しましょう。 
 

  留守番電話機能設定を利用しましょう。 
 

  家族や知人との間で 

 合い言葉を決めておきましょう。 
 

  還付金はＡＴＭでは受け取れません。 

不審な電話がかかってきたら 
すぐに１１０番通報！ 

名張警察署 0595-62-0110 

注意！ 
還付金 
＋ＡＴＭ 
＝詐欺！ 
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              協賛かもタウン担当                                       

◆はがき代金の支払い（１口100枚） 
         6,200円 

◆はがきの準備 
◆近隣の地域に配達！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

  

【賛同事業所様】 【郵便局】 

～止まってますか横断歩道、守ってますか交通ルール～ 

 歩行者の交通事故防止に向けたキャンペーンにぜひご賛同ください！ 

お届け時期・申込期限 

 お届け時期：８月１９日(月)～８月３０日（金）頃 

  申込期限：   ８月２日（金） 

連絡先 「三重県交通事故防止」かもめタウンの流れ 

 一口 6,200円のご協力(賛同)で 

                          近隣地域へお届け！ 

【内訳】はがき代金6,200円 （＠62円×100枚） 

 

 

歩道・横断歩道では、人が優先であることを認識し
て、県民の皆さん一人一人が交通安ルールを守り
交通マナーを実践するため、左記のはがきを送付し
注意喚起を行います。 

趣旨 

を「交通事故」から守ろう！ 

 

 
 

  

特定期間引受配達地域指定 

地域にお住まいの皆さまへ 

～地域の皆さま残暑お見舞い申し上げます～ 

○○自動車販売 


